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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 周方向に交互に並ぶとともに長さ方向に延びた凹凸条（31）が、周面に、周方向の一部
の領域又は全周に亘って形成された押出材（30）を製造するために用いられ、
　且つ、ベアリング面（12）の前縁部に裏逃げ面（14）が所定角度をなして連接された押
出工具（１）であって、
　前記裏逃げ面（14）に、前記凹凸条形成用の凹凸部（15）が前記ベアリング面（12）に
まで延びて形成されていることを特徴とする押出工具。
【請求項２】
　前記凹凸部（15）の凹部（15a）のベアリング面位置における深さｈが５０～３００μ
ｍである請求項１記載の押出工具。
【請求項３】
　前記凹凸部（15）の凹部（15a）のベアリング面位置における幅ｗが５０～３００μｍ
である請求項１又は２記載の押出工具。
【請求項４】
　周方向に交互に並ぶとともに長さ方向に延びた凹凸条（31）が、周面に、周方向の一部
の領域又は全周に亘って形成された押出材（30）を、押出工具を用いて製造する押出材の
製造方法において、
　前記押出工具として、請求項１～３のいずれかに記載の押出工具（１）を用い、
　ビレット（Ｂ）を該押出工具のベアリング孔（11）のベアリング面（12）の前端部の位
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置を通過させるとき、該押出工具の裏逃げ面（14）の凹凸部（15）によって押出材（30）
の周面に前記凹凸条（31）を形成することを特徴とする押出材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、周方向に交互に並び且つ長さ方向に延びた凹凸条が周面に形成された押出材
を製造するために用いられる押出工具に関し、詳述すれば、例えば、滑り止め用の凹凸条
を有する紙送りローラ用の金属押出材や、美観を向上させるための凹凸条を有する建材用
の金属押出材を製造するために用いられ、あるいは表面積を増大させて熱交換特性を向上
させるための凹凸条を有する熱交換器用の金属押出材を製造するために用いられる押出工
具に関する。
【０００２】
なお、この明細書において、「前」、「後」の語は、押出材が押し出されていく方向を前
方とした場合の概念で用いる。
【０００３】
【従来の技術】
例えば外周面に、周方向に交互に並ぶとともに長さ方向に延びた凹凸条が形成された中実
の金属押出材を製造する場合には、従来、前記凹凸条を形成するための成形凹凸部がベア
リング面に形成されている押出工具が用いられていた。
【０００４】
この押出工具を用いて所望する押出材を製造する場合には、コンテナ内に押出材料として
のビレットを装填したのち、該ビレットをステムにて加圧してステムを前進させていく。
すると、ビレットは、ステムからの加圧力を受けて圧縮されるとともにこの圧縮状態でア
リング孔内を通過して押し出されていく結果、押出材の外周面に、ベアリング面に形成さ
れた成形凹凸部に対応する凹凸条が長さ方向に延びる態様で形成されるようになる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来の押出工具を用いて押出材を製造する場合には、ベアリング
面には成形凹凸部が形成されているから、この凹凸部の分だけビレットとの接触面積が増
大してしまい、押出圧力が大きくなるという難点があった。さらには、押出圧力によって
成形凹凸部の凸部が欠損してしまうという難点があった。
【０００６】
また、従来の押出工具において、凹凸条形成用の凹凸部はベアリング面に形成されていた
ことから、この凹凸部の加工は、一般的にワイヤカット加工により行われている。
【０００７】
而して、このワイヤーカット加工に用いられるワイヤ径の最小径は、０．２ｍｍφであり
、またワイヤカット加工で形成可能な凹部の最小幅や深さは、ワイヤ径により決定される
ものであることから、ワイヤー加工によれば、ベアリング面に幅や深さ（高さ）が０．２
ｍｍ未満の凹凸部を形成することができなかった。このため、押出材の外周面に形成され
る凹凸条の幅や高さ（深さ）の最小寸法は、０．２ｍｍに制限されていた。
【０００８】
この発明は、このような技術背景に鑑みてなされたもので、その目的は、周方向に並ぶと
ともに長さ方向に延びた凹凸条が周面に形成された押出材を製造するために用いられる押
出工具であって、必ずしもベアリング面に凹凸条形成用の凹凸部を形成しなくても、所望
する押出材を製造することのできる押出工具を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、この発明は、周方向に交互に並ぶとともに長さ方向に延びた凹
凸条が、周面に、周方向の一部の領域又は全周に亘って形成された押出材を製造するため
に用いられ、且つ、ベアリング面の前縁部に裏逃げ面が所定角度をなして連接された押出
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工具であって、前記裏逃げ面に、前記凹凸条形成用の凹凸部が前記ベアリング面にまで延
びて形成されていることを特徴としている。
【００１０】
この押出工具を用いて押出材を製造する場合、コンテナ内に装填されたビレットは、ステ
ムからの加圧力を受けて圧縮される。そして、ステムの前進に伴い、該ビレットが圧縮状
態でベアリング孔内を通過して押し出されていく。この押出過程において、ビレットがベ
アリング孔内にてベアリング面の前縁部の位置を通過するとき、該ビレットの圧縮状態が
解除されるとともに該ビレットの一部がベアリング面から凹凸部の凹部内に僅かに膨出す
る。こうしてビレットは、その一部がベアリング面の前縁部の位置にて僅かに膨出しなが
ら押し出されていく。この結果、押出材の周面に、裏逃げ面に形成された凹凸部に対応す
る凹凸条が形成されるものと推察される。
【００１１】
【発明の実施の形態】
次に、この発明の実施形態を図面を参照して説明する。
【００１２】
図１において、（１）はこの実施形態に係る押出工具、（30）はこの押出工具（１）によ
り製造される押出材である。
【００１３】
前記押出材（30）は、図５に示すように、断面方形状の中実のアルミニウム（その合金を
含む、以下同じ）押出材であって、該押出材（30）の外周面には、周方向に等間隔に交互
に並ぶとともに長さ方向（押出方向）に延びた微細な凹凸条（31）が、全周に亘って形成
されている。この凹凸条（31）における凸条（31a）の断面は三角形状に形成されるとと
もに、凹条（31b）の断面は逆向きの三角形状に形成されている。
【００１４】
この押出材（30）において前記凹凸条（31）は、滑り止めのためや美観を向上させること
を目的とする部位であり、あるいは表面積を増大させて放熱特性等の熱交換特性を向上さ
せることを目的とする部位である。なお、図５は、説明の便宜上、凹凸条（31）の幅や高
さ（深さ）を誇張して示している。
【００１５】
一方、前記押出工具（１）は、図１に示すように、押出材料としてのアルミニウムビレッ
ト（Ｂ）が装填されるコンテナ（20）と、該コンテナ（20）内に装填されたビレット（Ｂ
）に前進加圧力を付与するためのステム（21）と、前記コンテナ（20）の出口部に装着さ
れた超硬合金等の硬質材製の押出ダイス（10）とを具備している。さらに、前記押出ダイ
ス（10）の外周面にはダイリング（22）が装着されている。
【００１６】
この押出工具（１）において、前記押出ダイス（10）は、図２及び図３に示すように、入
口部が該押出ダイス（10）の後面の略中央部に形成され且つ押出材（30）の外周部を形成
するための断面方形状のベアリング孔（11、成形孔）と、該ベアリング孔（11）に連通し
て形成されるとともに該押出ダイス（10）の前面の略中央部に開口した断面方形状のレリ
ーフ孔（13）と、を有している。
【００１７】
前記ベアリング孔（11）は、図２に示すように、押出ダイス（10）の後面から厚さ方向中
間部に及ぶ厚さ領域まで形成されており、前記レリーフ孔（13）は、押出ダイス（10）の
前面から厚さ方向中間部に及ぶ厚さ領域まで形成されている。
【００１８】
前記ベアリング孔（11）の周面は、上下左右の四壁面から構成されており、これら各壁面
はいずれも平坦状に形成されている。
【００１９】
前記レリーフ孔（13）の底部における口径は、前記ベアリング孔（11）の出口部の口径よ
りも大寸に設定されている。そして、このレリーフ孔（13）の底壁面は、ベアリング孔（
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11）の内周面の前縁部に、当該ベアリング孔（11）の周面に対して略垂直に連接されてい
る。更に、このレリーフ孔（13）の出口部における口径は、その底部における口径よりも
大寸に設定されている。
【００２０】
而して、この押出ダイス（10）では、ベアリング面（12）は前記ベアリング孔（11）の周
面からなり、一方、裏逃げ面（14）は前記レリーフ孔（13）の底壁面からなる。
【００２１】
前記ベアリング面（12）には、図３及び図４に示すように、前記押出材（30）の凹凸条（
31）を形成するための凹凸部が形成されておらず、つまりこのベアリング面（12）は、前
記ベアリング孔（11）の周面における上下左右の平坦状の四壁面から構成されている。
【００２２】
一方、前記裏逃げ面（14）には、図４に示すように、前記押出材（30）の凹凸条（31）を
形成するための並列状に等間隔に交互に並んだ凹凸部（15、凹凸条形成用の凹凸部）が、
ベアリング孔（11）の出口部の全周縁部を取り囲む態様で、前記ベアリング面（12）にま
で延びて形成されている。この凹凸部（15）における凹部（15a）の断面は三角形状に形
成されるとともに、凸部（15b）の断面は逆向きの三角形状に形成されている。
【００２３】
この凹凸部（15）の凹部（15a）のベアリング面（12）位置における深さｈは、５０～３
００μｍに設定されることが望ましく、この実施形態では、ｈは１００μｍに設定されて
いる。さらに、この凹凸部（15）の凹部（15a）のベアリング面（12）位置における幅ｗ
は、５０～３００μｍに設定されることが望ましく、この実施形態では、ｗは１００μｍ
に設定されている。なお、図２～図４は、説明の便宜上、凹凸部（15）の凹部（15a）の
幅ｗ及び深さｈを誇張して示している。
【００２４】
而して、上記構成の押出工具（１）を用いて押出材（30）を製造する場合には、図１に示
すように、コンテナ（20）内にアルミニウムビレット（Ｂ）を装填したのち、該ビレット
（Ｂ）を加熱状態でその後方側からステム（21）にて加圧して該ステム（21）を前進させ
ていく。これにより、ビレット（Ｂ）がステム（21）からの加圧力を受けて圧縮されると
ともに、この圧縮状態で、ステム（21）の前進に伴い、該ビレット（Ｂ）がベアリング孔
（11）及びレリーフ孔（13）内をこの順に通過して押し出されていく。
【００２５】
この押出過程において、ビレット（Ｂ）がベアリング孔（11）内にてベアリング面（12）
の前縁部の位置を通過するとき、図２に示すように、該ビレット（Ｂ）の圧縮状態が解除
されるとともに該ビレット（Ｂ）の一部がベアリング面（12）から凹凸部（15）の凹部（
15a）内に僅かに膨出する。この膨出により、得られる押出材（30）の外周面に、凹凸条
（31）が長さ方向（押出方向）に延びる態様で形成されるようになる。
【００２６】
而して、この実施形態の押出工具（１）において、凹凸条形成用の凹凸部（15）は、ベア
リング面（12）に形成されないで、裏逃げ面（14）に形成されているから、この押出工具
（１）を用いれば、押出圧力の増大を伴わずに、外周面に凹凸条（31）が形成された押出
材（30）を製造することができるし、更には、押出圧力を受けて凹凸部（15）が欠損する
不具合は何ら生じない。
【００２７】
また、凹凸条形成用の凹凸部（15）は、上述したように裏逃げ面（14）に形成されている
ことから、この凹凸部（15）の加工は、放電加工や切削加工により行うことができる。し
たがって、ワイヤ加工では形成が極めて困難であった幅ｗ及び深さｈがともに０．２ｍｍ
未満の凹凸部（15）の凹部（15a）を、容易に形成することができるようになり、この結
果、押出材（30）の外周面に、幅及び高さがともに０．２ｍｍ未満の微細な凹凸条（31）
の凸条（31a）を形成できるようになる。
【００２８】
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以上、この実施形態に係る押出工具（１）を説明したが、この発明に係る押出工具は、上
記実施形態のものに限定されるものではない。
【００２９】
例えば、上記実施形態では、押出工具（１）は、中実の押出材（30）を製造するために用
いられるものであるが、この発明では、中空の押出材を製造するために用いられるもので
あっても良い。また、上記実施形態では、押出工具（１）は、断面方形状の押出材（30）
を製造するために用いられるものであるが、この発明では、断面円形状の押出材を製造す
るために用いられるものであっても良い。また、上記実施形態では、押出工具（１）は、
凹凸条（31）が周面に全周に亘って形成された押出材（30）を製造するために用いられる
ものであるが、この発明では、周面に凹凸条（31）が周方向の一部の領域に亘って形成さ
れた押出材を製造するために用いられるものであっても良い。
【００３０】
【発明の効果】
上述の次第で、この発明に係る押出工具は、周方向に交互に並ぶとともに長さ方向に延び
た凹凸条が、周面に、周方向の一部の領域又は全周に亘って形成された押出材を製造する
ために用いられ、且つ、ベアリング面の前縁部に裏逃げ面が所定角度をなして連接された
押出工具であって、裏逃げ面に、凹凸条形成用の凹凸部がベアリング面にまで延びて形成
されているものであるから、この発明によれば、必ずしもベアリング面に凹凸条形成用の
凹凸部を形成しなくても、所望する押出材を製造することのできる押出工具を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施形態の押出工具を押出途中の状態で示す断面図である。
【図２】同押出工具の拡大断面図である。
【図３】同押出工具の押出ダイスの斜視図である。
【図４】同押出工具のベアリング面の前縁部付近における拡大斜視図である。
【図５】同押出工具により製造される押出材の斜視図である。
【符号の説明】
１…押出工具
10…押出ダイス
11…ベアリング孔
12…ベアリング面（ベアリング孔の周面）
13…レリーフ孔
14…裏逃げ面（レリーフ孔の底壁面）
15…凹凸条形成用の凹凸部
30…押出材
31…凹凸条
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